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養護老人ホーム鳥取市なごみ苑 



養護老人ホーム鳥取市なごみ苑 重要事項説明書 

養護老人ホーム鳥取市なごみ苑（以下「事業所」という。）は環境上及び経済的な事情により、

居宅での自立生活が困難な方を措置の実施機関からの委託により養護するとともに、その方が自立

した日常生活を営み、社会活動に参加するために保健医療の向上及び福祉の増進を図り、適正な 

サービスを提供し支援していきます。事業所の概要や提供されるサービスの内容、注意していただ

きたいことを次の通り説明します。 

 

１．事業者の概要 

事業者氏名 社会福祉法人 鳥取福祉会 

主たる事務所の所在地 鳥取市的場２丁目１番地 

代表者 理事長 松下 稔彦 

電話番号 ０８５７－５１－７２７２ 

 

２．事業所の概要 

事業所の名称 養護老人ホーム鳥取市なごみ苑 

所在地 鳥取市的場２丁目１番地 

電話番号 ０８５７－５３－６５５１ 

利用定員 ９０名 

居室 全室個室（一人当たりの面積：８．６㎡） 

食堂 ２７３．００㎡（共用） 

トイレ ４８箇所（２部屋につき１箇所設置しています。） 

洗面所 ４８箇所（２部屋につき１箇所設置しています。） 

 

３．事業所の運営方針 

  処遇計画に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な援助及び訓練、健康管理を行う 

ことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう努める 

ものとします。又、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って処遇を行うよう

に努めます。 

 

４．サービスの内容 

（１）処遇計画の作成 

入所者について、解決すべき課題を把握し、入所者、入所者の家族等の意向を踏まえ、施設

サービスに係る目標及びその達成時期、サービス内容、サービスを提供する上での留意点等を

盛り込んだ処遇計画を作成します。 

（２）入所者の安否確認 

日常の心身の状況、生活状況並びに、日中夜間と最低１回以上、安否確認等を行います。 



（３）生活相談等 

生活相談員をはじめ職員が、日常生活に関すること等の相談に応じます。 

 

（４）設備の使用、手続き及び介護サービス等 

① 居室の利用について 

事業所の居室は一人部屋です。居室変更については下記に該当する場合に協議の上で 

決定するものとし、入所者の意思の確認、同意を得ることとします。 

ア 入所者から居室の変更希望の申し出があった場合  

イ 入所者の心身の状況等により居室変更が必要な場合 

ウ 入所者の処遇上に問題があると認められた場合 

エ 感染症による隔離が必要になった場合等において、静養室等への居室変更を行う 

場合があります 

オ その他、事業所が必要と認めた場合 

② 居室移動に関する注意事項 

ア 居室移動をした入所者は、移動する前に使用していた居室を入居前の現状に回復 

してください。 

イ 居室移動する場合、荷物の移動は原則、ご本人もしくはご家族等でお願い致します。

但し、対応が困難な場合は職員へご相談下さい。なお、居室移動の際の物品の破損

や紛失等の責任は負いかねますのでご了承ください。 

③ 食事 

 食事は、原則として食堂で食べて頂きます。ただし、体調不良等の理由により、居室での

食事が必要と認められた場合、居室へ配膳させていただきます。 

 

食事時間 

朝 食 ７：３０ ～  ８：３０ 

昼 食 １２：１５ ～ １３：１５ 

夕 食 １７：３０ ～ １８：３０ 

ア 食事は入所者の身体状況に合わせて調理します。 

イ 医師の指示による食事の提供をおこないます。 

ウ あらかじめ欠食と分かっている場合は、前日までに職員へ連絡をお願いいたします。 

エ 食事の保管時間は食事開始時間から２時間となります。保管時間を超過した場合は

破棄させていただきます。 

オ 食堂で食事をされた後、食べ残しや飲み残しなど、居室への持ち帰りは禁止させて

いただきます。 

④ 入浴 

入浴は原則として最低週３回、午前９時半から午後１２時に入浴する機会を設けています。 

⑤ その他の介護 

日常生活上の洗濯、居室掃除、更衣、排泄、シーツ交換、施設内の移動の付き添い等の身

の回りの世話は基本的にご本人で行っていただきます。なお、洗濯機・乾燥機使用時間は、



以下のとおりです。 

洗濯機・乾燥機の 

使用留意事項 

・使用時間：午前６時００分～午後９時００分までです 

・共同でお使いいただくものです。順番を守り使用して下さい 

・洗濯や乾燥が終わりましたら、速やかに次の方へお渡し下さい 

・洗剤や柔軟剤等、必要な物品は個人でご準備下さい 

⑥ 機能訓練 

日常生活動作の維持または向上を日頃から生活の中で実施します。 

⑦ 健康管理 

主治医と看護師等が連携を行い健康管理に努めます。又、月２回医務室にて訪問診療医に

より、診察や健康相談を受けることができます。なお、受診が必要な場合は原則とし入所者

本人、もしくはご家族等に付き添っていただきます。 

 

（５）その他のサービス 

① 理美容 

ご希望により出張理美容サービスを実費負担にてご利用いただけます。（毎週金曜日） 

② 貴重品の管理 

預貯金通帳、年金証書、健康保険証、介護保険証、印鑑等の貴重品をご希望に応じてお預

かりいたします。 

③ レクリエーション 

年間を通じて入所者の交流会、行事等を行います。行事によっては別途参加費がかかる 

場合もございます。 

④ 売店 

ご希望により週２回（火・金）注文販売で嗜好品や日用品を実費負担にてお買い求めいた

だけます。 

 

５．利用料金、支払い方法等 

重要事項説明書【別紙１】 料金表・支払い方法をご参照ください。 

（参考資料：【別表１】 費用徴収階層表、【別表２】 本人負担金） 

 

６．職員の体制と勤務時間 

併設の特定施設入居者生活介護事業に関わる職員を合算した配置数です。職員は両方の業務を 

兼務します。 

職種 実人数 配置基準（常勤） 勤務時間 備考 

施設長 1人以上 １名 ８：３０～１７：１５ 月曜日～

金曜日 

 

 

主任支援員 1人以上 入所者１００：１ ８：３０～１７：１５ 

生活相談員 1人以上 入所者１００：１ ８：３０～１７：１５ 

事務員 1人以上 なし ８：３０～１７：１５ 



管理栄養士 1人以上 なし ８：３０～１７：１５ ※基本 

平日勤務 看護職員 1人以上 なし ８：３０～１７：１５ 

支援員 １人以上 
入所者１５：１ 

＝１名以上 

早 勤  ７：００～１５：４５ 

普通勤  ８：３０～１７：１５ 

遅 勤 １０：００～１８：４５ 

１０：１５～１９：００ 

１１：１５～２０：００ 

夜 勤 １６：１５～１０：１５ 

ローテ

ーショ

ン勤務 

 

 

７．苦情申立窓口 

施設のご相談窓口 
ご利用時間 随時受付 

電話番号 ０８５７－５３－６５５１ 

※詳しくは「別紙２ 苦情解決制度について」をご覧ください。 

 

８．個人情報の保護 

入所者及びそのご家族等の個人情報について、事業所が、社会福祉法人鳥取福祉会が定める  

「個人情報に関する基本方針」（重要事項説明書 別紙３－①）、「個人情報取扱業務概要説明書」（重

要事項説明書 別紙３－②）に記載されているところにより、その業務を適正に行うため必要最小

限の範囲内で収集・提供・使用することに同意します。又、次の個別の項目に関しても同意します。 

 

氏名・写真の取扱いの項目 同意欄 

・事業所が緊急連絡先として使用するご家族等の氏名、住所、電話番号等の連絡先  

・利用者が個別に使用する介護備品（杖、老人車ほか）等への氏名の記載  

・居室入口の門札掲示  

・施設内掲示物や展示作品等への氏名・写真の記載  

・施設行事や地域活動（敬老会、文化祭ほか）での氏名・写真の掲示  

・施設広報誌や記念誌等への写真等の掲載  

・パンフレット類やポスター類への写真等の掲載   ※  

・ホームページやＳＮＳ等の写真及び動画の掲載   ※  

・雑誌、新聞、ＴＶ取材等への協力         ※  

・施設内外における研究発表等での写真及び動画の掲載  

※ 法人使用を含む 

 

面会制限を希望される場合 

※事業所の性質上、万全な 
対応は出来かねます。又、  
対象者の顔写真等の提出を 
求める場合があります。 

希望あり ・ 希望なし 

氏

名 

 理

由 

 



９．協力医療機関 

名称 鳥取市立病院 とっとり在宅ケア・漢方クリニック 

所在地 鳥取市的場１丁目１番地 鳥取市吉成南町１丁目２７－９ 

電話番号 ０８５７－３７－１５２２ ０８５７－３０－７７６０ 

診療科目 総合病院 内科 

 

１０．事故発生時の対応及び損害賠償 

（１）事業所は、サービス提供により事故が発生した場合には、受傷の有無にかかわらず病院  

受診を勧めさせていただく場合があります。尚、深夜帯であっても電話連絡をさせていただ

くことがあります。そのため、本重要事項説明書 １９．連絡先等に記載された緊急連絡先

の第一連絡先に連絡をいたします。なお、電話に出られない場合は第二連絡先にご連絡いた

します。 

（２）事業所は、速やかに市町村への連絡等必要な措置を講ずるとともに、事故の状況及び事故

に関して採った措置を記録します。併せて事故発生の原因、再発防止の検討を行います。 

（３）事業所は、サービス提供に当たって故意又は過失により、入所者に与えた損害に対し責任

を負います。但し、以下の各号に該当する場合には責任を負えません。 

① 入所者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを 

告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合。 

② 入所者が、サービスの実施のため必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれを

告げず、又は不実の告知を行ったことに専ら起因して損害が発生した場合。 

③ 入所者の急激な体調の変化等、事業所が実施したサービスを原因としない事由に専ら 

起因して損害が発生した場合。 

④ 入所者が、事業所及びサービス従業者の指示・依頼に反して行った行為に専ら起因して

損害が発生した場合。 

（４）事業所は、各種損害賠償保険に加入しています。 

 

１１．感染症の予防及びまん延防止 

（１）事業所は感染症予防及びまん延防止のための指針を整備し、対策を検討する委員会を概ね

３か月に１回以上開催し、その結果について従業者に周知徹底を行います。 

 （２）事業所は感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。 

 

１２．虐待の防止への対応 

事業所は、虐待の防止のための指針を整備し、対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結

果について従業者に周知徹底を行います。また、「虐待の相談・通報・届出先」（重要事項説明書 

別紙４）に記載の通り虐待防止担当者を選定するとともに、虐待の防止のための研修を定期的に実

施します。 

 

 



１３．ハラスメント対策 

事業所は、適切なサービス提供を確保する観点から、職場内及びサービス提供中においておこな

われる性的な言動または、優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を

超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための必要な措置を講じます。 

 

１４．緊急時の対応と連絡 

事業所は、入所者の急激な体調の変化又は怪我により、緊急に診察・治療が必要となった場合、

入所者の主治医又は事業所が契約している協力医療機関においてすみやかに必要な治療等が受け

られるよう措置を講じ、併せて本重要事項説明書１９．連絡先等に記載された緊急連絡先のとおり

入所者のご家族等に連絡いたします。 

 

１５．業務継続計画の策定 

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施す

るため、非常時の体制で早期の業務再開を図るため業務継続計画を策定し、従業者に周知を行うと

ともに、必要な研修及び訓練を定期的に行います。 

また、業務継続計画は定期的に見直し必要に応じて変更を行います。 

 

１６．身体的拘束等の適正化 

事業所は、入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束そ 

の他入所者の行動を制限する行為を行わないものとします。やむを得ず身体的拘束等を行う場合に

は、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

又、身体的拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じます。 

（１）身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を３月に１回以上開催するとともに、

その結果を従業者に周知。 

（２）身体的拘束等の適正化のための指針を整備。 

（３）従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための定期的な研修を年２回以上及び新規採用時

に実施するとともに、実施内容についての記録の実施。 

 

１７．非常災害時の対策等 

 

訓練、対策等 

非常災害に備えて必要な設備を設け、防災及び避難に関する計画を定めま

す。又、別途定める「鳥取市なごみ苑消防計画」によって年２回、夜間及び

昼間を想定した避難訓練を行います。入所者の方にも参加していただき実施

します。 

 

 

 

 

 



１８．ご利用の際に留意していただく事項 

来訪・面会 

面会される際は、玄関カウンターに設置の面会記録票用紙に記入し、投函 

ＢＯＸに入れてください。必ず届出をお願いします。 

面会時間は、午前８時３０分～午後１７時００分です。 

尚、上記時間以外の面会についてはご相談ください。 

また、食べ物や高価な品のお土産等がある場合は職員までお申出ください。 

外出・外泊 
外出・外泊の際は必ず行先（連絡先）と帰宅時間をお申出ください。 

※所定の様式へ記入し職員へご提出ください。 

設備・器具の使用 
居室や設備、器具等は本来の用途に従ってご利用ください。これに反した 

ご利用により破損等生じた場合、賠償していただく場合があります。 

個人所有物処分に

ついて 

個人所有物の処分は、原則、ご本人もしくはご家族等でお願い致します。但

し、対応困難な場合は、ご本人もしくはご家族等の同意を頂戴した上で職員

が実施します。処分後、返品等の申し出については対応できませんので  

ご了承ください。なお、処分代は実費にてご負担いただきます。 

迷惑行為 

騒音やケンカ、口論等他の入所者の迷惑になる行為はご遠慮ください。また、

むやみに他の入所者の居室等に立ち入らないようお願いします。公の秩序、

善良な風俗を乱す行為についてもご遠慮ください。 

宗教活動 

政治活動 
施設内で他の入所者に対する宗教活動、政治活動はご遠慮ください。 

喫煙 喫煙所として定められた場所以外での喫煙は固くお断りします。 

動物の飼育 施設内へのペットの持ち込み、及び飼育はお断りします。 

 

１９．連絡先等 

「緊急連絡先」 

第

一

連

絡

先 
氏名 [間柄：         ] 

住所  

電話番号 （自宅）          （携帯電話等） 

備考  

第

二

連

絡

先 

氏名 [間柄：         ] 

住所  

電話番号 （自宅）          （携帯電話等） 

備考  

 



 

私は、本書面に基づいて事業所職員（ 氏名       ）から上記重要事項の説明を受け、 

同意しました。また、本重要事項を証するため、入所者及び事業所は署名又は記名押印のうえ、  

本重要事項を２通作成し、それぞれ１通ずつ保有します。 

 

 

令和  年  月  日 

 

 

           入 所 者    住   所                                   

 

氏   名                  

 

 

 

【署名代行者】 

（間柄）： 身元引受人 ・ 成年後見人 ・ その他（      ） 

 

私は、下記の理由により入所者に代わり、上記署名を行いました。 

代筆理由（                      ） 

 

住  所                   

 

氏  名                  

 

 ※  利用者本人が自筆出来ない場合は、下段（ ）内に「代筆者」と   

自筆で記入し、住所・氏名・間柄を記載。また、代筆が必要な   

理由についても記載してください。 

 

 

事業所 

 

事業所は、重要事項に定める義務を誠実に履行します。 

 

 

所在地 鳥取県鳥取市的場２丁目１番地 

名 称 養護老人ホーム鳥取市なごみ苑 

             管理者    川口 弥文    印 


